
平成 18 年１月 20 日            伊 勢 市 公 報              第５号 

1 

伊勢市公報  
第 ５ 号 

平成 18 年１月 20 日 

金 曜 日 

 

目    次 

 頁

 告 示 

○ 市議会臨時会の招集について ２

○ 伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理について ４

選管告示 

○ 在外選挙人名簿関係 
 ・ 住民票作成による在外選挙人名簿の抹消について ５

上下水道事業告示 
○ 伊勢市下水道排水設備指定工事店の指定について ６

公 告 

○ 犬の抑留について ７

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2 

伊勢市告示第１号 

 

 伊勢市議会臨時会を次のとおり招集します。 

 

  平成 18 年１月 11 日 

 

                  伊勢市長 加 藤 光 徳     

 

１ 招集の日時  平成 18 年１月 18 日（水） 午前 10 時 

２ 招集の場所  伊勢市議会議場 

３ 付議すべき事件 

(1) 平成 17 年度伊勢市一般会計予算 

(2) 平成 17 年度伊勢市国民健康保険特別会計予算 

(3) 平成 17 年度伊勢市老人保健医療特別会計予算 

(4) 平成 17 年度伊勢市介護保険特別会計予算 

(5) 平成 17 年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

(6) 平成 17 年度伊勢市福祉資金貸付事業特別会計予算 

(7) 平成 17 年度伊勢市まちなみ保全事業特別会計予算 

(8) 平成 17 年度伊勢市農業集落排水事業特別会計予算 

(9) 平成 17 年度伊勢市離宮の湯特別会計予算 

(10) 平成 17 年度伊勢市土地取得特別会計予算 

(11) 平成 17 年度伊勢市病院事業会計予算 

(12) 平成 17 年度伊勢市水道事業会計予算 
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(13) 平成 17 年度伊勢市下水道事業会計予算 

(14) 平成 17 年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算 

(15) 伊勢市職員給与条例の一部改正について 

(16) 伊勢市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

(17) 伊勢市公共下水道条例の一部改正について 

(18) 和解について 

(19) 伊勢市観光文化会館及び伊勢市観光文化会館駐車場の指定管理者 

の指定について 

(20) 伊勢市生涯学習センターの指定管理者の指定について 

(21) 伊勢市立伊勢図書館の指定管理者の指定について 

(22) 伊勢市土地開発公社の平成17年度の事業計画の変更について 
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伊勢市告示第２号 

 

伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第 14 条第

２項の規定により、廃物として認定しようとする放置自動車を次のとおり

告示します。 

 この放置自動車の所有者等又はこの放置自動車の所有者等に心当たりの

ある方は、申し出てください。 

 なお、この告示の日の翌日から起算して 14 日を経過しても申出がないと

きは、当該放置自動車を廃物と認定し、処分します。 

 

平成 18 年１月 13 日 

 

                 伊勢市長 加 藤 光 徳     

 

１ 廃物と認定しようとする放置自動車 

整 理 番 号 1713 

放 置 場 所 伊勢市西豊浜町地内 市道西豊浜 65 号線 

メーカー名 トヨタ 塗 色 グレー 

車 名 クラウン 自 動 車 登 録 番 号 判明せず 

放置自

動車の

形態等 型式・種別 判明せず 車 台 番 号 判明せず 

 

２ 申出先  伊勢市都市整備部維持管理課管理係 

（電話 0596－21－5589） 
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伊勢市選管告示第１号 

 

 当市の在外選挙人名簿に登録されている下記の者について、国内の市区町村におい 

 

て新たに住民票が作成され表示をしてから平成 17 年 10 月１日現在で４箇月を経過し 

 

たので、在外選挙人名簿から抹消しました。 

 

  平成 18 年１月６日 

 

                伊勢市選挙管理委員会 

                       委員長 杉 木  仁 

 

               記 

 

氏   名 
性

別 
生 年 月 日         住民票作成年月日 

住民票作成   

市区町村名 

小川 秀和 男 昭和 29 年３月７日 平成 17 年５月 31 日 大阪府寝屋川市 
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伊勢市上下水道事業告示第１号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店を

次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告示しま

す。 

 

平成 18 年１月 11 日 

 

伊勢市長 加 藤 光 徳     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定年月日 

252 あき工房 伊勢市古市町 233 番地 平成 18 年１月 11 日

 



7 

伊勢市公告第１号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県南勢志摩県民局保健福祉部長からありまし

たので、同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 18 年１月 11 日 

 

                伊勢市長 加 藤 光 徳     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種 類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市朝熊町 雑種 茶白 雌 中 成犬 赤色の首輪

２ 抑留した日 平成 18 年１月６日 

３ 抑留期限  平成 18 年１月 13 日 

４ 連絡先 

  伊勢市生活環境部環境政策課（電話 0596-21-5540） 

  三重県南勢志摩県民局保健福祉部衛生指導グループ（電話 0596-27-5151） 

 


